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 2016 年 11 月 3 日から翌年 1 月末にかけて、オンタリオ州政府は、持続可

能な貧困対策の新たなアプローチとされるベーシック・インカム（Basic Income, 

BI）のパイロット計画実施について、州民の意見を幅広く聴取した(1)。それ

らを参照した上で、2017 年の晩春から州内での実験を開始している。 

 州政府が2015年度末の議会で同プロジェクトへの支出を含む翌年度予算案

を計上すると(2)、国内メディアは挙って BI を取り上げた。その後、州政府は、

トロント大学マッシー・カレッジ長のヒュー・シーガル（Hugh D. Segal）元

上院議員を特別顧問に任命して意見を求め(3)、彼はその年の 8 月末付で、「よ

り良い方法の模索：オンタリオのためのベーシック・インカム・パイロット

計画（Finding a Better Way: A Basic Income Pilot Project）」と題する 101 頁のデ

ィスカッション・ペーパーを州政府に提出した。シーガルは、「貧困は我々全

員を傷つけるし、社会全体に多額の費用を支出させる」として BI 導入を強く

求めた(4)。その提言を受けて、具体的なパイロット計画が現在進行中である。

これによってカナダは、BI の新たな実験場として、世界中から注目を浴びて

いる。 

 理想形としては、「すべての男性・女性・子どもに対して、市 民 権
シティズンシップ

に基

づく個人の権利として…無条件で支払われる所得(5)」である BI は、特に 1980

年代以降に理論化が進んだ社会保障政策であり(6)、日本でも、21 世紀を迎え

てから、様々な学問領域から研究の俎上に載せられてきた。その実現可能性
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や起こりうる問題をめぐって、未だに議論が続くが、そんな中、2017 年 1 月

17 日からは、国家レベルとして初めてフィンランドでの実験が始まった。ま

た、オンタリオの他にオランダのユトレヒトなどでも実験が予定されている。

BI は、社会保障分野で最も注目を集めるテーマの１つである。 

 そうした多岐にわたる研究や論争を総合しながら、制度としての BI の是非

と可否を論じる作業は、現段階では筆者の手に余る。あくまでもカナダでの

議論や実験史を取り上げて、この国の福祉国家としての志向の一端を見出す

ことが本稿の主眼である。 

 イギリスの社会政策学者トニー・フィッツパトリック（Tony Fitzpatrick）

は、1999 年の著作で、近い将来この制度が導入されうる国の１つにカナダを

あげたが(7)、カナダは、この理論との親和性が高く、すでに BI の実験場とし

て独自の歴史をたどってきた。BI の一種ともみなされる社会信用論は、戦間

期のカナダでも真剣に議論され、特にアルバータ州を席巻して、社会信用党

が長期的に州政権を担った。また、1970 年代には、マニトバ州でMINCOME
ミ ン カ ム

と

称されるパイロット計画が実施された。そして現在、オンタリオ州の実験が

始まっている。BI とその関連理論は、この国の社会保障をめぐる議論にも影

響を与えてきたのだ。 

 しかし、カナダにおける BI 論の学術的説明は、日本では、寡聞にしてほぼ

皆無である(8)。そこで本稿は、カナダの BI 論の系譜をたどりながら、その実

験史を描き出すことを目指す。本稿が取り上げる社会信用論もMINCOMEも、

そしてオンタリオの計画も、それぞれ多くの論点を含むが、その詳細に踏み

込むよりも、今後各テーマを分析する足がかりとなる全体図の作成を意図し

ている。以下、BI をめぐる議論を整理した後、アルバータ州、マニトバ州、

そしてオンタリオ州の実験事例を検証していく。 

 

1. BIをめぐる議論 

 

 日本でも様々な研究分野からの関心を集める BI については、すでに数多く

の論説、研究書、そして一般向け啓蒙書が刊行されており(9)、本稿の目的は

その反復ではないが、カナダの状況に関する論考を進める前に、BI 論の特徴

や世界的な展開を説明しておく。まず、現代における同論の理論的な主柱と

して知られるフィリップ・ヴァン・パリース（Philipe Van Parijs）の定義を紹
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介する。 

 

ベーシック・インカムとは、(1)その人が進んで働く気がなくとも、(2)その

人が裕福であるか貧しいかにかかわりなく、(3)その人が誰と一緒に住んで

いようと、(4)その人がその国のどこに住んでいようとも、社会の完全な成

員全てに対して政府から支払われる所得である(10)。 

 

それは、生活苦にある人や失業者に生活保護や失業保険などのセーフティネ

ットを提供する従来型の社会保障制度を根底から覆して、社会の成員全員に、

最低限の生活が保証されるだけの給付金を支給する政策になりうる。BI が完

全な形で実現されれば、働かなくても生活に困らず、しかし働けば（BI 維持

のために高い税金がかかるにせよ）より豊かに暮らすことももちろん可能に

なる。所得等にかかわらず国民全員に支給するのであれば、資力調査が不要

になり、行政の作業が単純化できて制度維持コストを最低限に抑えられるし、

家事労働などのいわゆるシャドー・ワーカーにも所得を提供できる(11)。受給

者が屈辱感
スティグマ

を感じる必要もなくなる(12)。また、望まない仕事に生活のためだ

けに従事し続けなくても良くなるはずである。 

 この議論が 1980 年代以降に深化した理由として、拡大する貧富格差を現行

制度では解決できないとの挫折感や、機械の発達によって、もはや人類は余

剰の財を生産し続けているとの批判などが挙げられる。機械に人間の仕事が

取って代わられる時代に、働き方や生活スタイルを根底から変える必要があ

るとの思いが、BI 論を加速させているのだ(13)。 

 非常に興味深いのは、BI が、本来は対立するイデオロギー集団から同時に

支持される点である。個人的な自由と経済的な自由を重視するリバタリアン

も平等性を重んじるマルクス経済主義者や社会主義者も、それぞれがこの理

論を唱導するのは、BI に求める意味が異なるからであろう。そのうちリバタ

リアンが、社会保障予算の削減（より小さな所得再配分策）としてこの政策

を捉えてきた点には留意するべきである(14)。 

 この革新的な提案に対して、実現可能性や経済効率性を疑う否定的な意見

も多い(15)。また、自らを助けようとしない「怠け者」に給付を行うことへの

批判もある(16)。こうした議論の内容には、本稿はこれ以上踏み込まないが、

多くの論争の余地を残しながらも、世界中で実験が進められているのだ。 
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 歴史的にみた場合、ベーシック・インカム地球ネットワーク（Basic Income 

Earth Network, BIEN）によれば、「最低所得保障」の概念を提示した 16 世紀

イギリスの人文主義者トマス・モア（Thomas More）らの考えに、BI 論の萌

芽が見いだせるという(17)。そして、18世紀末フランスのコンドルセ（The Marquis 

de Condorcet）やアメリカのトマス・ペイン（Thomas Paine）らによって、人

は生まれながらに一定額を手にする権利を持つべきとのベーシック・エンパ

ワメントの概念が誕生し、それが 19 世紀以降のベーシック・インカム論につ

ながった。BI の歴史を紹介した BIEN のサイトでは、戦間期については、ア

メリカ合衆国のデニス・ミルナー（Dennis Milner）の国家特別手当構想やイ

ギリスの C・H・ダグラス（Clifford Hugh Douglas）の社会信用論が、そして

戦後は、1960年代のアメリカにおけるミルトン・フリードマン（Milton Friedman）

らの「負の所得税（negative income tax）」などが取り上げられている。 

 そして 1980 年代は、北欧と西欧を中心とした「新たな出発」の時代と位置

づけられる(18)。デンマークやオランダでの議論、イギリス、ドイツ、フラン

スでの展開を経て、1984 年 3 月に BIEN が誕生したのが、その重要な転機と

なった。なお、「穏健だが現実的」な取り組みとして、1970 年代アラスカの

先住民に対する BI の取り組みも紹介されている(19)。 

 そのような社会保障制度が、カナダではどのように検討・実験されてきた

かを次節以降で説明していくこととする。 

 

2. アルバータ州と社会信用論 

 

 前出のフィッツパトリックによれば、BI は、給付の程度などで、過渡的な

もの、部分的 BI、そして完全 BI に分類される。また、最低所得の保証とい

う考え方においては、負の所得税、参加所得、社会配当などを BI の変種とみ

なしうる(20)。本節で取り上げる社会信用論も、社会配当の一種である。 

 社会信用論は、スコットランド人エンジニアのダグラス少佐が 1924 年に提

唱した経済理論である。それは、大量生産を行う産業力があるのに購買力が

不足しているため、経済に歪みが生じているとの認識に基づいていた。そし

て、第一次世界大戦では金本位を停止し、国家の信用を背景に戦争遂行に必

要な資金調達を行なえたのだから、平時にも同じ方策が採れるはずだとする

姿勢であった(21)。その中核をなす「A プラス B 理論」について、政治思想研
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究者 C・B・マクファーソン（Crawford Brough Macpherson）は、「見るから

に簡単であり、数学の如き形もとる。そのため完全な論理性をもつように」

見えたが、「結局どんな解釈を用いても、この法則は最終的には成立しなか

った」と説明している(22)。そして、この法則が漠然とした形で唱えられたた

めに、それを理解して論破したり、信奉者に誤謬を納得させるのが困難にな

り、逆に政治的に影響力を長く持ち続けたのだと論じている。 

 1934 年 4 月 17 日にカナダ下院の銀行業・商業常設委員会に招聘されたダ

グラスの、「単に、彼ら一般国民にタダで配当を与えるのか、それとも銀行

にタダで配当を与える状況を許すかの問題」だという発言に顕著なように(23)、

彼は徹底して金融業を攻撃対象にした。現行の金融制度は自らの利益を生む

ための制度だと批判して、「本質的に、健全な金融制度とは、まずは会計制

度であり次に配分制度」であるはずなのに、「現行では存在する富を正しく

計算する制度にはなっていないし、言うまでもなく非常に常軌を逸した配分

制度である」と主張したのである(24)。なお、金融制度や銀行を非難する点で

は、社会主義者や共産主義者と同様であるが、個人の自由を尊重し、私有財

産を守ろうとする意味で、本来は彼らと相容れない関係にあり、ダグラスも

自らの反社会主義的な姿勢を言明している (25)。それにもかかわらず、社会信

用論が国内左派にも広く受け入れられた状況は、今日の BI 論をめぐる議論と

も通底する。 

 ダグラスの理論は、カナダのアルバータ州の他、ブリティッシュ・コロン

ビア州などでも強い賛同を得て、特に前者では、1935 年には社会信用党が長

期政権を樹立した(26)。社会信用論は、長い恐慌で救いを求めていた国民の希

望とみなされた。マクファーソンの表現を借りれば、社会信用論は、「現在の

社会を全面的に非難し、新しい社会を魔法のように約束した」のだ(27)。 

 カルガリーで高校の学校長も務めた福音伝道者で、「聖書好きビル（Bible 

Bill）」のあだ名で知られたウィリアム・エイバーハート（William Aberhart）

は、自身のラジオ番組で社会信用の導入を呼びかけた。彼は、消費力の不足

こそが問題だと説き、「最低限の必要物資をそれぞれの市民が確実に確保で

きるように、彼ら一人ひとりは、各月初めに、たとえば 25 ドルという風に、

基本手当を記載したパスブックを受け取る」ことになり、しかも、それは労

働しているか否かにかかわらず受給されるようにすると述べた(28)。その経済

理論の整合性はともかく、アルバータの社会信用党が州民に提示して 1935
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年の選挙で大勝利を収めたこの政策は、明らかに BI の一形態であった。 

 しかし社会信用党が実施を目指した制度は、ダグラス少佐の裏書きを得ら

れる内容ではなかった(29)。ダグラスは、1937 年に刊行した『アルバータの実

験：中間報告（The Alberta Experiment: An Interim Survey）』において、「エイ

バーハート氏が、これ以上褒めようがないほどのエネルギーと能力でこの（社

会信用という）テーマを追求し、大衆化してくれた」とその貢献を賞賛しつ

つも、「どの段階においても、彼が社会信用のプロパガンダのテクニカルな土

台を理解しているとは主張し難く、実際、このテーマに関する彼自身の著述

は、理論的にも実践可能性という意味でも不完全である」と批判した(30)。そ

して現実に、アルバータ州議会でも社会信用の導入につながる提案は全くな

されなかった(31)。 

 ダグラスは、運動がカナダの西部他州に広がっている状況に望みを見出し、

「試行錯誤と多少の奮闘や苦難を経て、両替屋たちは神殿から追放され、人

類が豊かさの中にあって飢えることなど不可能になるだろう」と述べたが(32)、

アルバータなどでの社会信用党の成功は、社会信用論の採用にはつながらな

かった。それがエイバーハートらの理解不足によるのか、理論の欠陥による

のかはともかく、カナダ最初の BI は実験する前に潰えてしまった。その後、

連邦レベルの社会信用党は、1962 年に同党にとって最大となる 30 議席を獲

得するが、それでも社会信用の導入を真剣に検討する機会はほぼ皆無だった

し、党の分裂を経て影響力を失い、1993 年に解党した。アルバータの社会信

用党は、１議席も取れない泡沫政党と化しながらも、現在も活動を続けてお

り、社会信用の実施を目的として掲げ続ける(33)。 

 

3. マニトバ州における MINCOMEの実験 

 

 1968年から1980年にかけて、BI史上重要な実験が北米５ヶ所で行われた。

その内の４ヶ所はリチャード・ニクソン（Richard Nixon）政権下のアメリカ

合衆国であった。1964 年に貧困との戦い（War on Poverty）を掲げた同国は、

1968—1972年のニュージャージー及びペンシルヴァニアでの実験を皮切りに、

インディアナ州ゲーリー（Gary）、ノースカロライナ及びアイオワ、そしてシ

アトル及びデンヴァーで実験を行った(34)。低所得者からは税金を徴収する代

わりに還付を行う「負の所得税」が検討され、実際にニクソン政権下で導入
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寸前にまで至った。ドナルド・ラムズフェルド（Donald Rumsfeld）を貧困対

策担当に指名した共和党保守派政権のプロジェクトは(35)、既に触れたリバタ

リアンの議論—すなわち弱者救済策であると同時に社会保障予算の削減策

—でもあった。 

 そして、この時期の北米におけるもう１つの BI 的実験が、総額 1700 万カ

ナダドル（現在の 5600 万ドルに相当）を投入して(36)、1974 年から 5 年間カ

ナダのマニトバ州で実施された MINCOME−−最低限の収入（Minimum 

Income）を縮めた造語−−のパイロット計画である(37)。マニトバ州ドーフィ

ン（Dauphin）と州都ウィニペグ、及び州内の地方部で実施されたが、そのう

ちドーフィンは、高齢者や身体障がい者を含め、BI プログラムへの参加を希

望する一定収入以下の全員が支給対象となる「飽和サイト（saturation site）」

だった点で類例がない。実際にドーフィンとその周辺住民約１万人のうちの

30%が実験に加わった(38)。 

 そもそもMINCOMEの考えが生まれたのは、デイヴィッド・クロール（David 

Croll）を議長とする貧困に関するカナダ上院特別委員会（クロール委員会、

1968 年）である(39)。そして、マニトバ州に 1969 年に誕生したエドワード・

シュライヤー（Edward Schreyer）新民主党政権と P・E・トルドー（Pierre Elliott 

Trudeau）連邦自由党政権が協力して実験することになり、予算面では州政府

が 25%を、そして連邦政府が 75%を分担した(40)。 

 MINCOME の実験では、無収入の人には、低所得基準である低所得限界

（Low-Income Cut-Off, LICO）の 60%相当が BI として渡された(41)。それは従

来の社会保障額と同等である。そして、収入１ドル増につき 50 セントを BI

から差し引いた。結果として、社会扶助のみに頼って暮らしていた住民には

それほどではないが、それ以外の低所得者層には重要な収入増となった。 

 マニトバ大学のエヴァリン・フォージェイ（Evelyn Forget）が「貧困のな

い街」と呼ぶドーフィンで、関係者が実験を試みたのは、それが人々の労働

意欲や健康、教育などにどのような影響を及ぼすかである。元々、労働意欲

が低下するとの疑念は、BI への主たる批判要因であったが、この実験では、

労働人口の減少は 11.3%と、予想より低かった。しかも、実験参加者にシン

グル・ペアレント家庭、若者、そしてシニア層が多い点を考えれば、その数

字が持つ意味はさらに小さくなる(42)。ウィニペグでの実験では、出産後の女

性の復職が遅れる傾向や、青年期の子供が仕事に従事する年齢が遅くなり、
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また就労時間も短くなる傾向が見られた(43)。とはいえ、出産休暇が今より短

かった時代であるし、就労に向かう前の子供たちがより高い学歴を経たり、

資格を得ていると考えれば、それは本来の BI の趣旨にかなう結果である。 

 懸念された労働意欲の低下は深刻ではなく、他方、期待された貧困対策と

しては一定の効果が見られた。たとえば、BI が賃金水準の低下につながる危

険性が懸念されてきたが、そうした仮説とは反対に、企業と労働者の関係に

おいて後者の立場が強くなることで賃金上昇が見られたとデイヴィッド・カ

ルニツキー（David Calnitsky）は説明している(44)。また、フォージェイによ

れば、精神疾患、怪我、疾病のいずれの場合も、比較対象となった他グルー

プ（コントロール変数）に対して、改善が見られた(45)。MINCOME 以前はコ

ントロール変数をはるかに上回っていたドーフィンの入院率が8.5%下がって

平均を下回ったし、教育面でも、高校中退率に有意の差が見られた。他方、

予測された出生率の上昇や離婚数増加のような現象は、この実験では見出せ

なかった(46)。 

 1981 年までにある程度データ収集が進められたとはいえ(47)、不況による財

政難と政権交代で打ち切られて最終報告書も刊行されなかったこの実験資料

へのアクセス権限を、ようやく 2009 年に手に入れて研究を進めたのが、先述

のフォージェイである(48)。2011 年に刊行された彼女の論文が、MINCOME 研

究の実質的な出発点となったし、次節で扱うオンタリオ州の実験でも、この

事例が大いに参照されている(49)。一度は忘却の淵にあった実験が、今、新た

に脚光を浴びているのだ。 

 

4. オンタリオ州パイロット計画 

 

 「夢想的な実験として長年相手にされなかったが、産業の機械化や科学技

術の進歩による失業の恐れから、基本所得保障のコンセプトが、今ではルネ

サンス（復興）を謳歌している」と『CBA/ABC ナショナル』誌が伝えたの

は、2016 年夏である(50)。BI の議論は旬を迎えている。 

 カナダで BI の機運が再燃したのも比較的最近である。リベラルな立ち位置

で知られるジャスティン・トルドー（Justin Trudeau）連邦自由党政権が誕生

して 2 ヶ月後の 2015 年 12 月半ばには、この国で基本所得保障を求める署名

が１万件を超えた(51)。その頃までには、すでに政界でも BI の実験がかなり
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真剣に検討されていた。2016 年 2 月に、連邦政府の家庭・子供・社会開発担

当大臣ジャン=イヴ・デュクロ（Jean-Yves Duclos）が、プログラム実施への

強い関心を表明すると、以降の動きは迅速だった(52)。それに呼応するように、

オンタリオ州財務大臣チャールズ・スーザ（Charles Sousa）は 2016 年度予算

に実験の支出を組み込み、より人道的な（compassionate）オンタリオ州であ

るために、研究者やコミュニティと協力して BI パイロット計画に乗り出すと

高らかに宣言した(53)。そしてその後１年のうちに、プログラムが急速に具体

化されていくのである。 

 この実験について、ヒュー・シーガル特別顧問は、序で紹介したディスカ

ッション・ペーパーで、以下の問いに対する解答が得られるべきだとした。

すなわち、(1) BIは、現在貧しい生活をしている人々に対して、より効率的で、

押し付けがましなく、屈辱的でもない収入支援が提供できるのか、(2) こう

した政策が、同時に就労を奨励し、経済的・時間的貧困を救済し、経済的な

周 辺 化
マージナライゼイション

を削減できるのか、(3) BIは、ヘルスケアのような政府支出の他

の領域のコスト圧力を削減できるのか、(4) BIは、働きながらも貧困線以下の

生活をしている人々を確実に助けることで、労働へのインセンティヴを強め

られるのかの４点である(54)。そこにカナダのBIの理想が凝縮されている。 

 同州で現在実施されている生活保護プログラムOntario Worksや障がい者支

援プログラム ODSP（Ontario Disability Support Program）は、セーフティネッ

トとして機能しても彼らを貧困から抜け出させる装置とはなっていない(55)。

BI は、貧困者が社会上昇する助けとなりうるし、そうすれば、貧困対策の費

用は必然的に抑えられるはずである。 

 シーガルは、実験参加者の所得に応じて貧困線のおよそ 45%から 75％、す

なわち１人あたり最大で月額 1,320 カナダドル（現在のレートで約 11 万円）

の BI をすれば、これまでの不十分で規制の多い社会保障プログラムと置き換

わって機能すると説明している(56)。もちろん、労働市場への参加によって歳

入を補うことが想定されており、その歳入額によって BI 支給額が変動する。

なお、障がい者は最低でも月 500 カナダドルを追加で受給するべきだと提案

されている。 

 そのような提案も含めて検討した結果、キャスリーン・ワイン（Kathleen 

Wynn）オンタリオ州首相は、2017 年 4 月 24 日に、具体的な計画を公表した

(57)。単身者の場合、年間最大で 16,989 カナダドル、夫婦の場合は同 24,027
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カナダドル、障がい者には年6,000カナダドルが追加支給されることになる。

場所としては、南部のハミルトン及びブラントフォード周辺、北部のサンダ

ーベイ及びその周辺での実験が始まったところであり、秋には東北部のリン

ジーでも計画がスタートする(58)。それとは別に、先住民コミュニティでの別

のパイロット実験も予定されている。 

 オンタリオの実験は、同時期に実施される他国や他地域のそれとは異なる

検証を行うべきである。シーガルが主張してきたように、カナダとオンタリ

オに特有のユニバーサル・ヘルスケアや公教育、税制度などとの兼ね合いで、

しかも、MINCOME とは時代も状況も異なる環境で、BI に追い風が吹く好機

に、より大規模な計画を行う意義は大きい(59)。 

 しかしこうした実験には、準備段階から強い懸念や反対の声も上がってい

た。例えば進歩保守党所属のオンタリオ州議員ビル・ウォーカー（Bill Walker）

は、社会保障費用がむしろ安く抑えられるとする州政府の議論に対して、そ

のコスト計算に疑念を唱え、「ここに暮らす人々、なかんずく最も助けを必要

としている低所得の人々を弄んでいる」だけだと批判した(60)。彼に限らず、

本当に財政面で長期的に維持できる制度かどうかを問う声は多く、その点が

実験で説得的に示される必要がある。不況などの経済要因や政権交代などの

政治要因で中断されない仕組み作りがマニトバでの実験の教訓である。また、

誰の声を聞き、そもそもどこを実験地に選ぶのかも難しかったはずである。

例えば、トロントは国内における「子供の貧困の首都（Child Poverty Capital）」

との不名誉な異名を持ち、その中でもリージェント・パーク周辺の状況が酷

いのに、州政府がその地を聞き取り調査の対象にすらしなかったことへの不

満の声も聞かれた(61)。実験対象になるかどうかで、収入面での差異が広がり、

その間不公平が生じる点も問題となりえよう。 

 とはいえ、実験を経て BI が導入された場合、カナダの社会保障政策が大き

く変わることになる。MINCOME の責任者だったロン・ハイケル（Ron Hikel）

は、2015 年 5 月に次のように述べている。 

 

これら（MINCOME の影響と運命）は、現行のオンタリオと、これからケ

ベックで行われうるテストの運命と堅く結びついている。これら最新の計

画が万一失敗して、実際のプログラムに繋がらなかった場合、私が生きて

いる間には、あるいは未来永劫、カナダでベーシック・インカムの別の実
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験が行われる可能性は、ほぼ皆無となるだろう。私はテストがうまくいく

様子を本当に見たいし、それ以上に、オンタリオやおそらく他の場所でも、

貧困を改善もしくは解消する実際的な成功プログラムとして役立つのを目

にしたいのだ(62)。 

 

オンタリオの実験は、カナダにおける BI の未来を背負っているのである。 

 

むすびに代えて 

 

 現代カナダ社会の重要な特徴の１つに、南の隣国と異なる福祉国家への志

向があげられる。その差異は、カナダにおけるユニバーサル・ヘルスケアの

実現に端的に表れている。新川敏光は、福祉国家の類型としてはアメリカ合

衆国と同一に区分されるカナダが、実は多くの面で制度的に異なっている点

を説明した上で、「カナダの分権的連邦制の凝集性を高め（国家統合）、カナ

ダ市民としての平等性を確保し、社会統合を実現してきたのは、福祉国家政

策であった」と述べる(63)。そして、憲法上では州の専属的権限であった市民

の社会生活や保健衛生に関わる事項をエリート協調によって乗り越えて福祉

国家を建設してきたと説明している。本論で取り上げた社会信用論は、アル

バータに限らず国政の場でも他州でも検討が進められたし、MINCOME や現

在進行形のオンタリオのパイロット計画が、連邦政府と州政府の協力の下に

進められている点も重要であろう。ケベックやプリンス・エドワード・アイ

ランド、そしてブリティッシュ・コロンビアやアルバータなどでもこうした

実験に続こうとする動きが見られるが、その場合も、エリート協調の新たな

実例になるであろうし、いずれは連邦レベルの政策になる可能性もある。 

 カナダの BI は、単なるヨーロッパの追随ではなさそうである。伊藤誠が、

「ベーシックインカムの構想への関心は、エスピン・アンデルセンのいう北

欧の社会民主主義的福祉国家モデルの中から、特に 1980 年代以降に高まり、

継続的に成長してきた」と説明しているとおり(64)、ヨーロッパを中心とした

BI 史において、カナダはいわば傍流である。しかし、そうした本流とは別の

形で、北米の福祉国家カナダに独自の構想が進展しているのだ。おそらくそ

れは、アメリカ合衆国の BI とも異なっている。MINCOME が、同じ時期に

隣国で行なわれた実験の影響を受けていたのは確かだが、アメリカ合衆国の
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混乱を横目に公正な社会
ジャストソサエティ

を謳って諸政策を追求したカナダとの差異を検証す

れば、比較の視点からカナダの特徴が見いだせるはずである。小稿は、まだ、

この興味深い実験の史的展開について、表層をなぞらえたにすぎない。 

 1930 年代のカナダ政治を学ぶ者には、現代の BI は、あの社会信用論の再

来にも映る。社会信用論の提唱者 C・H・ダグラスからは、エイバーハート

は理論を正しく理解していないと批判されたし、彼の政権は、社会信用の導

入を約束して選挙に勝利しながら、結局その公約を果たさなかった。しかし

時代が変わり、理論的枠組みも固まった今、オンタリオでの実験が、今後の

重要な礎となる可能性もある。まだ実験段階という点に留意すべきだが、カ

ナダの BI 論がどのような展開をたどるのかに要注目である。 
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